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本検討会において参考とする関連法令等 

 

【救急救命士関連】 

○ 救急救命士法 

第１条 

この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もっ

て医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 

第２条第１項 

この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な

状態にある傷病者（重度傷病者）が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対し

て行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重症傷病者の症状の著しい悪化を防

止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。 

第２条第２項 

この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の

指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。 

第 34条（要約） 

（国家試験受験資格） 

（１）指定した学校又は救急救命士養成所 2年 

（２）大学若しくは高等専門学校１年以上かつ、救急救命士養成所１年 

（３）大学４年 

（４）救急業務に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令定める期

間以上救急業務に従事した者であって、指定した学校又は救急救命士養成所６か月 or１年 

第 43条  

救急救命士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の

補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。 

第 44条第 1項 

救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行っては

ならない 

第 44条第 2項 

救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定め

るもの（以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。）以外の場所におい

てその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車

等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。 

第 45条 

救急救命士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正

な医療の確保に努めなければならない。 

第 53条 
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次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 

一 第四十四条第一項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命

処置を行った者 

二 第四十四条第二項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者前項の救急救

命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するも

のはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその

救急救命士において、その記載の日から五年間、これを保存しなければならない。 

 

○ 救急救命士法施行規則 

第 21条 

法第 44条第 1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者のうち、心肺機能停止状態の

患者に対するものにあっては第 1号から第 3号まで仁掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者

に対するものにあっては第 1号及び第 3号に掲げるものとする。 

１ 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 

２ 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 

３ 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与 

第 22条 

法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動

車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の

救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。 

第 24条 

法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。 

 

○ 救急救命士法の施行に伴う救急業務実施上の留意事項について（平成 3年 8月 28日消防救第 83

号） 

第 7条 

法第 2条第 2項に規定する医師の「指示」とは、医師の一般的、包括的指示で足りるものであるこ

と。 

 

○ 救急救命処置の範囲等について（平成 4年 3月 13日指発第 17号） 

医師の具体的指示が必要な 5行為を含めた 33行為が定められている。 

別紙 2留意事項② 

医師が具体的指示を救急救命士に与えるためには、指示を与えるために必要な医療情報が医師に伝

わっていること及び医師と救急救命士が常に連携を保っていることが必要である。 

なお、医師が必要とする医療情報としては、全身状態(血圧、体温を含む。)、心電図、聴診器によ

る呼吸の状況などが考えられる。 

別紙②留意事項③ 
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心肺機能停止状態の判定は、原則として、医師が心臓機能停止又は呼吸機能停止の状態を踏まえて

行わなければならない。 

・心臓機能停止の状態とは、心電図において、心室細動、心静止、無脈性電気活動、無脈性心室頻

拍の場合又は臨床上、意識がなく、頸動脈、大腿動脈(乳児の場合は上腕動脈)の拍動が触れない場

合である。 

・呼吸機能停止の状態とは、観察、聴診器等により、自発呼吸をしていないことが確認された場合

である。 
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【看護師関連】 

○保健師助産師看護師法 

第 5条 

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する

療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 

第 31条第 1項 

看護師でない者は、第 5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に

基づいて行う場合は、この限りでない 

第 32条 

准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定

に基づいて行う場合は、この限りでない。 

第 37条 

保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治医又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療

機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うので無けれ

ば衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当てをし、又は助

産師がへその緒を切り、浣腸を施してその他助産師の業務に不随する行為をする場合は、この限りで

はない。 

 

○チーム医療の推進に関する検討会報告書 

包括的指示：看護師が患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、医師が、患者の状態の変化を予測

し、その範囲内で看護師が実施すべき行為について一括した指示 

包括的指示が成立する条件 

① 対応可能な患者の範囲が明確にされていること 

② 対応可能な病態の変化の範囲が明確にされていること 

③ 指示を受ける看護師が理解し得る程度の指示内容が示されていること 

④ 対応可能な病態の変化の範囲を逸脱した場合に、早急に医師に連絡をとり、その指示が受けられ

る体制が整えられていること 

 

 


